
人

事

院

は

、

九

月

二

六

日

ユ

ニ

オ

ン

に

対

し

て

、

今

年

度

の

人

事

院

勧

告

に

つ

い

て

｛

現

、

在

の

状

況

を

説

明

す

る

」

と

し

て

以

下

の

よ

う

な

説

明

を

し

ま

し

た

。

１

勧

告

日

に

つ

い

て

人

事

院

と

し

て

は

、

給

与

等

の

改

定

を

行

う

た

め

勧

告

を

実

施

す

る

。

勧

告

日

は

「

週

の

、

後

半

」

で

、

調

整

中

で

あ

る

。

２

官

民

較

差

に

つ

い

て

官

民

較

差

に

つ

い

て

は

、

昨

年

を

上

回

る

マ

イ

ナ

ス

と

な

る

見

込

み

で

あ

る

。

マ

イ

ナ

ス

較

差

の

解

消

は

、

俸

給

表

の

引

き

下

げ

に

よ

り

行

う

こ

と

と

し

た

い

。

引

下

げ

は

、

特

に

民

間

に

比

べ

公

務

員

給

与

の

水

準

が

上

回

っ

て

い

る

五

〇

歳

台

の

職

員

が

在

職

す

る

号

俸

に

重

点

を

置

い

て

行

い

た

い

。

３

特

別

給

に

つ

い

て

本

年

は

、

東

日

本

大

震

災

の

影

響

に

よ

り

、

特

に

被

害

の

大

き

か

っ

た

岩

手

県

、

宮

城

県

及

び

福

島

県

の

東

北

三

県

に

所

在

す

る

事

業

所

の

状

況

が

把

握

で

き

て

い

な

い

と

こ

ろ

で

あ

る

。

そ

の

影

響

を

ど

の

よ

う

に

見

る

べ

き

か

を

検

討

す

る

必

要

が

あ

る

。

４

給

与

構

造

改

革

に

お

け

る

経

過

措

置

額

の

廃

止

に

つ

い

て

高

齢

層

の

職

員

の

給

与

水

準

の

是

正

も

念

頭

に

、

平

成

二

四

年

度

に

つ

い

て

は

、

給

与

構

造

改

革

に

お

け

る

経

過

措

置

と

し

て

支

給

さ

れ

て

い

る

俸

給

の

二

分

の

一

を

減

額

し

て

支

給

し

、

平

成

二

五

年

四

月

一

日

に

経

過

措

置

を

廃

止

す

る

こ

と

と

し

た

い

。

た

だ

し

、

激

変

緩

和

措

置

と

し

て

平

成

二

四

年

度

に

つ

い

て

は

、

減

額

す

る

額

は

一

万

円

を

上

限

と

す

る

。

ま

た

、

経

過

措

置

の

廃

止

及

び

自

然

減

に

伴

っ

て

生

じ

る

制

度

改

正

原

資

に

つ

い

て

は

、

昨

年

と

同

様

、

若

手

・

中

堅

層

を

中

心

に

給

与

構

造

改

革

期

間

中

に

抑

制

さ

れ

て

き

た

昇

給

の

回

復

に

充

て

る

こ

と

と

し

た

い

。

国

土

交

通

省

に

働

く

管

理

職

員

の

多

く

は

、

旧

建

設

省

時

代

の

差

別

政

策

の

結

果

、

全

省

庁

の

中

で

も

級

別

定

数

改

善

が

進

ん

で

お

ら

ず

、

五

級

管

理

職

員

の

四

〇

％

近

く

が

、

五

ー

八

五

で

頭

打

ち

と

な

り

、

ど

ん

な

に

勤

務

成

績

が

優

秀

で

も

昇

給

は

完

全

ス

ト

ッ

プ

と

な

り

ま

し

た

。さ

ら

に

昨

年

の

勧

告

で

六

級

以

上

で

五

五

歳

を

超

え

た

職

員

の

賃

金

を

一

．

五

％

削

減

し

ま

し

た

。

こ

の

た

め

、

や

っ

と

六

級

に

昇

格

し

て

も

賃

金

が

下

が

る

と

い

う

と

ん

で

も

な

い

こ

と

が

起

っ

て

い

ま

す

。

今

回

の

勧

告

で

俸

給

月

額

の

大

幅

ダ

ウ

ン

と

、

過

措

置

廃

止

は

、

金

額

の

面

か

ら

も

、

我

々

管

理

職

員

の

生

活

を

直

撃

す

る

も

の

で

す

。

子

供

の

教

育

費

・

家

の

ロ

ー

ン

な

ど

こ

れ

ま

で

の

生

活

設

計

が

め

ち

ゃ

め

ち

ゃ

に

な

っ

て

し

ま

い

ま

す

。

東

日

本

大

震

災

で

命

の

危

険

と

隣

り

合

わ

せ

て

被

災

地

の

緊

急

復

旧

に

奮

闘

し

、

台

風

一

二

・

一

五

号

の

災

害

復

旧

な

ど

全

国

各

地

で

「

国

民

の

安

全

・

安

心

を

守

る

」

と

い

う

使

命

を

果

た

す

た

め

に

、

身

を

を

粉

に

し

て

働

い

て

い

る

職

員

は

報

わ

れ

ま

せ

ん

。

ど

ん

な

に

苦

労

し

て

も

、

一

生

懸

命

働

い

て

も

「

賃

金

が

、

」

、

下

が

る

な

ど

と

い

う

こ

と

は

や

る

気

、

勤

労

意

欲

を

奪

う

も

の

で

、

絶

対

に

認

め

ら

れ

る

も

の

で

は

あ

り

ま

せ

ん

。
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人事院、今年度勧告で人事院、今年度勧告で人事院、今年度勧告で人事院、今年度勧告で

経過措置廃止勧告を強行

今

年

度

給

与

勧

告

は

五

〇

歳

台

職

員

の

引

き

下

げ

を

重

点

に

実

施

経

過

措

置

廃

止

は

二

年

間

で

一

年

目

は

一

万

円

を

上

限

に

五

級

頭

打

ち

昨

年

一

．

五

％

給

与

削

減

六

級

昇

格

で

給

与

ダ

ウ

ン

経

過

措

置

廃

止

で

二

万

円

近

く

の

給

与

ダ

ウ

ン

今

年

度

勧

告

で

五

〇

歳

代

職

員

大

幅

給

与

ダ

ウ

ン

こ

れ

で

は

勤

労

意

欲

が

わ

か

な

い

、

わ

く

わ

け

が

な

い



人

事

院

が

、

九

月

二

六

日

行

っ

た

「

今

年

度

の

人

事

院

勧

告

に

つ

い

て

、

現

在

の

状

況

を

説

明

し

た

」

内

容

に

「

定

年

延

長

に

向

け

た

制

度

見

直

し

」

に

つ

い

て

の

補

足

説

明

が

あ

り

ま

し

た

。

１

定

年

の

延

長

平

成

二

五

年

度

よ

り

三

年

に

一

歳

ず

つ

定

年

を

引

き

上

げ

る

。

最

終

的

に

定

年

を

六

五

歳

と

す

る

。

現

行

の

再

任

用

制

度

は

定

年

年

齢

六

五

歳

に

な

る

ま

で

の

間

（

平

成

三

七

年

度

末

ま

で

）

存

知

す

る

。

２

六

〇

歳

超

え

後

定

年

ま

で

の

給

与

退

職

時

の

俸

給

月

額

に

七

三

％

を

乗

じ

た

金

額

を

六

〇

歳

越

え

後

の

俸

給

月

額

と

す

る

。

昇

給

は

し

な

い

。

゜

特

別

級

は

三

．

〇

ヶ

月

諸

手

当

は

六

〇

歳

前

職

員

と

同

様３

短

時

間

勤

務

六

〇

歳

超

え

職

員

が

希

望

す

れ

ば

、

短

時

間

勤

務

へ

の

措

置

が

出

来

る

。

勤

務

時

間

は

週

一

五

時

間

三

〇

分

よ

り

三

一

時

間

の

範

囲

内

で

各

省

庁

の

長

が

定

め

る

。

給

与

は

六

〇

歳

超

え

フ

ル

タ

イ

ム

勤

務

職

員

の

俸

給

水

準

を

勤

務

時

間

に

応

じ

て

按

分

。

諸

手

当

は

六

〇

歳

超

え

フ

ル

タ

イ

ム

勤

務

職

員

と

同

様

。

４

役

職

定

年

制

本

府

省

の

局

長

・

部

長

・

課

長

、

政

策

統

括

官

・

総

括

審

議

官

・

審

議

官

・

参

事

官

な

ど

を

対

象

と

し

て

導

入

す

る

。

本

府

省

の

室

長

・

企

画

官

、

地

方

支

分

局

の

長

・

部

長

等

に

つ

い

て

は

必

要

性

に

応

じ

て

対

象

と

す

る

。

５

給

与

の

特

例

措

置

役

職

定

年

に

よ

り

移

動

し

た

職

員

、

役

職

定

年

制

に

よ

ら

ず

「

本

人

の

意

」

に

よ

り

降

任

を

し

た

職

員

に

つ

い

て

は

、

定

年

前

の

俸

給

月

額

の

七

三

％

。

た

だ

し

、

そ

の

額

が

役

職

定

年

後

に

異

動

し

た

職

務

の

最

高

俸

給

月

額

を

上

下

し

た

場

合

は

、

異

動

し

た

職

務

の

最

高

俸

給

月

額

。

「

本

人

の

意

」

と

は

、

後

進

に

道

を

譲

る

と

か

組

織

の

活

性

化

と

か

。

今

回

人

事

院

が

勧

告

に

盛

り

込

も

う

と

し

て

い

る

「

定

年

延

長

に

向

け

た

制

度

見

直

し

」

勧

告

に

つ

い

て

は

、

六

〇

歳

を

界

と

し

て

同

じ

職

責

に

あ

る

職

員

で

あ

っ

て

も

、

給

与

を

七

〇

％

に

削

減

す

る

こ

と

と

し

、

こ

れ

ま

で

の

職

務

給

原

則

を

無

視

し

て

い

る

こ

と

。

民

間

の

実

態

と

し

て

六

〇

歳

時

の

給

与

の

七

〇

％

を

六

〇

歳

超

え

職

員

の

俸

給

月

額

と

し

て

い

る

が

、

そ

の

比

較

対

象

と

な

っ

て

い

る

民

間

で

は

、

定

年

延

長

で

な

く

、

再

雇

用

で

あ

り

、

比

較

対

象

と

な

ら

な

い

こ

と

や

、

そ

の

調

査

結

果

を

明

ら

か

に

し

て

い

な

い

こ

と

。

さ

ら

に

特

別

級

の

三

ヶ

月

に

つ

い

て

も

根

拠

が

な

い

こ

と

。

六

〇

歳

超

え

職

員

は

昇

給

し

な

い

こ

と

と

な

っ

て

い

る

が

、

勤

労

意

欲

に

悪

影

響

を

及

ぼ

す

こ

と

。

退

職

金

や

年

金

、

更

に

は

定

員

問

題

な

ど

の

重

要

な

課

題

に

つ

い

て

は

「

総

務

省

や

財

務

省

な

ど

関

係

省

庁

に

充

分

お

願

い

し

て

い

き

た

い

」

と

し

て

、

制

度

導

入

の

重

要

な

部

分

に

つ

い

て

、

何

の

担

保

も

な

い

無

責

任

な

回

答

と

な

っ

て

い

ま

す

。

今

回

の

「

定

年

延

長

に

向

け

た

制

度

見

直

し

」

は

、

高

齢

化

社

会

を

迎

え

て

い

る

現

在

の

日

本

に

お

い

て

、

国

家

公

務

員

の

定

年

を

延

長

す

る

こ

と

で

、

民

間

の

定

年

延

長

の

機

運

を

拡

大

し

、

日

本

全

体

で

高

齢

者

に

働

く

場

所

を

提

供

し

、

ひ

い

て

は

日

本

の

経

済

活

動

を

活

発

に

し

て

い

く

と

い

う

大

き

な

目

的

も

持

っ

て

い

ま

す

。

よ

っ

て

、

今

回

の

「

制

度

見

直

し

」

が

「

賃

金

抑

制

」

を

、

目

的

と

し

た

り

、

職

場

の

中

に

差

別

・

選

別

を

生

み

出

す

よ

う

な

こ

と

が

あ

っ

て

は

、

な

ら

な

事

は

勿

論

の

こ

と

天

下

り

を

助

長

さ

せ

る

よ

う

な

こ

と

が

あ

っ

て

も

な

り

ま

せ

ん

。

今

回

の

見

直

し

が

、

我

々

国

家

公

務

員

が

、

六

〇

、

、

歳

後

も

働

き

が

い

誇

り

意

欲

を

持

っ

て

働

け

る

職

場

環

境

を

作

る

こ

と

に

な

る

よ

う

に

す

べ

き

で

す

。

そ

の

た

め

に

は

、

人

事

院

は

も

っ

と

職

場

の

意

見

を

聞

き

、

尊

重

す

べ

き

で

す

。

定
年
延
長
に
向
け
た
制
度
見
直
し

二

〇

一

三

年

度

（

平

成

二

五

年

度

）

定

年

延

長

導

入

職

責

が

変

わ

ら

な

い

の

に

給

与

ダ

ウ

ン

退

職

金

・

年

金

・

定

数

は

他

省

庁

任

せ

の

無

責

任

６０歳超えの俸給月額は６０歳時の７３％

特別級は３.00ヶ月

諸手当は６０歳前と同様

退職年度

退職

年齢

退職該当

生年度

2012（２４） 60 １９５２（２７）

2013（２５） 61

2014（２６） 61 １９５３（２８）

2015（２７） 61 １９５４（２９）

2016（２８） 62

2017（２９） 62 １９５５（３０）

2018（３０） 62 １９５６（３１）

2019（３１） 63

2020（３２） 63 １９５７（３２）

2021（３３） 63 １９５８（３３）

2022（３４） 64

2023（３５） 64 １９５９（３４）

2024（３６） 64 １９６０（３５）

2025（３７） 65

2026（３８） 65 １９５１（３６）

（　）左は平成年度右は昭和

定年年齢早見表
問

題

だ

ら

け

の

制

度

見

直

し

職

場

の

声

を

真

剣

に

聞

く

べ

き


